
YouTube 【宅建動画の渋谷会】 佐伯竜                                      月火木金 週 4 配信 

【渋谷会】佐伯講師の担当講座  https://shibuyakai.com/ 

借地借家法 建物賃貸借の期間 管業 H25-42-2 ≪#797≫ 

【問】 正誤をつけよ。 

区分所有者Ａ（以下、本問において「Ａ」という。）が、自己所有のマンションの専有部分をＢに

賃貸した。ＡＢ間の賃貸借契約の期間について 1 年未満の期間を定めた場合は、その期間に

ついて無効であり、契約期間 1 年の賃貸借とみなされる。 

 

 

 

 

 

 

 

【答え】 誤り 

 

≪ポイント≫ 建物賃貸借の期間 【★入門】 

期間を 1 年未満とする建物の賃貸借は、期間の定めがない建物の賃貸借とみなす。 

（借々法 29 条 1 項） 
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メ ～ > 更 新
更新拒絶の通知

期間を 1年～6日前灃※..な txe継続
解約中入れ
⑧ 6日
@3月


